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株主各位

証券コード　3798

（発送日）2023年６月９日

（電子提供措置開始日）2023年６月７日

株 主 各 位
東 京 都 中 央 区 晴 海 一 丁 目 8 番 1 0 号
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟14階

Ｕ Ｌ Ｓ グ ル ー プ 株 式 会 社
代表取締役社長 漆 原 　 茂

１．日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都中央区晴海一丁目８番10号

晴海アイランドトリトンスクエア
　オフィスタワーX棟５階　会議室２番

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第23期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委
員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第23期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成

の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方

１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を
証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

第23回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第23回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年６月28日（水曜日）午後６
時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記
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株主各位

５．電子提供措置に関する事項
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子
提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以
下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにア
クセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】
　https://www.ulsgroup.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、右メニューより「ＩＲ資料」の
「株主総会関連」を選択いただき、ご確認ください。）

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/3798/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に
「ユーエルエスグループ」又は「コード」に当社証券コード「3798」を入
力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書
類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

以上
     

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項及び修正後

の事項を上記インターネット上の各ウェブサイトに掲載させていただきます。
◎会社法改正により、電子提供措置事項について上記インターネット上の各ウェ
ブサイトにアクセスのうえご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面
交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、
本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措
置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、以下の事項につきましては、法令及び当社定
款第16条に基づき、上記インターネット上の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、本招集ご通知には記載しておりません。
① 連結計算書類の連結注記表
② 計算書類の個別注記表

　従って、本招集ご通知に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査
人が会計監査報告を、また監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査を
した対象書類の一部であります。

◎株主の皆様に対する公平な利益還元の観点から、お土産を取り止めさせていた
だいております。何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

◎新型コロナウイルス感染防止への対応について
総会時点の感染状況によってはマスク着用をお願いする場合があります。なお、発
熱、咳等の症状がある方は来場をお控えくださいますようお願い申しあげます。

　株主総会終了後、同会場にて「株主説明会」を開催いたします。当社を取
り巻く環境や今後の事業の見通しを中心に直接株主の皆様にご報告申しあ
げ、あわせてご質問、ご意見を賜りたく存じます。ご多忙とは存じますが、
多数のご出席を心よりお待ち申しあげます。
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当事業年度の事業の状況

（ 2022年４月１日から
2023年３月31日まで ）

売上高 8,515,251千円（前連結会計年度比15.6％増）

営業利益 1,727,852千円（前連結会計年度比7.6％増）

経常利益 1,726,119千円（前連結会計年度比7.4％増）

親会社株主に帰属

する当期純利益
1,233,679千円（前連結会計年度比23.5％増）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対

策の進展により、国内の社会経済活動は正常化に向けて動き出しました

が、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化による物価高や欧米の金融引

き締めに伴う海外景気の後退懸念も台頭し、先行き不透明な状況となり

ました。

　このような経営環境のなか、当社グループの属するIT市場、とりわけ

先端デジタル技術を活用し企業・組織変革を支援するいわゆるＤＸ（デ

ジタルトランスフォーメーション）コンサルティング市場については、

民間部門・公共部門問わず非常に旺盛な需要が継続しており、当社グル

ープもこれらの需要に適確に対応するため、人的資本を中心に果断な成

長投資を実施してまいりました。特に人材採用面については、採用チー

ムの増強やエージェントとの連携強化を図り、採用活動を強力に推し進

めた結果、コンサルタント数は前連結会計年度末比61名増（16.9％増）

の421名と過去最高の大幅な増員を実現しました。また、今後の事業成長

加速を見据えた経営基盤強化のため、マネジメント層や管理部門の増

強、大幅なベアを含む報酬制度の改善、人材育成・福利厚生制度の拡充

及びオフィスやITインフラ環境整備を進めました。なお、前述のコンサ

ルタント数を含めた当社グループ全体の従業員数は、前連結会計年度末

比73名増（18.2％増）の475名となっております。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、以下のとおりとなりました。

当連結会計年度の業績の概要は以下のとおりです。

(a)売上高については、主に金融、情報通信、サービス、製造及び自治体

等を中心とする既存顧客が推し進めるＤＸ投資の拡大に伴い、引き続き

受注が堅調に推移し、前連結会計年度比1,148,115千円増加（15.6％増）
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当事業年度の事業の状況

重 要 な 設 備 等 の 新 設 の 内 容 投　資　金　額（千円）

パソコン、サーバー及びその周辺機器 74,998

オフィス環境整備にともなう設備及び什器 74,532

の8,515,251千円となり、過去最高を記録しました。

(b)損益面については、採用活動を加速させるとともにマネジメント層や

管理部門の増強など経営基盤強化策を積極的に実施し、販売費及び一

般管理費は前連結会計年度比307,409千円増加（23.2％増）と大幅に増

加したものの、堅調な売上高の拡大と品質管理の徹底を継続したこと

により、営業利益は前連結会計年度比121,628千円増加（7.6％増）の

1,727,852千円、経常利益は前連結会計年度比118,706千円増加（7.4％

増）の1,726,119千円となり、それぞれ過去最高を記録しました。

　また、親会社株主に帰属する当期純利益については、主に前述の理

由に加え投資有価証券の一部を売却したことにより、前連結会計年度

比235,119千円増加（23.5％増）の1,233,679千円と過去最高を記録し

ました。

② 設備投資の状況
当連結会計年度において実施した設備投資総額は150,418千円です。主

なものは以下のとおりです。（下記の金額には消費税等は含まれており
ません。）

③ 資金調達の状況
該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の
承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の
状況

　重要性がないため記載を省略しております。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区　分

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

第 ２０ 期 第 ２１ 期 第 ２２ 期
第 ２３ 期

(当連結会計年度)

売上高（千円） 6,387,867 7,191,339 7,367,135 8,515,251

経常利益（千円） 1,334,957 1,419,666 1,607,413 1,726,119

親会社株主に帰属する
当期純利益（千円）

738,423 891,983 998,560 1,233,679

１株当たり当期純利益（円） 128.68 159.37 178.33 224.58

総資産（千円） 7,036,964 8,000,751 8,775,687 9,564,185

純資産（千円） 5,684,142 6,326,532 7,195,228 7,771,774

１株当たり純資産額（円） 981.19 1,103.64 1,252.66 1,365.64

自己資本比率（％） 78.9 77.2 79.9 78.4

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１．連結ベースでの数値/比率を記載しております。

 ２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第22期

の期首から適用しており、第22期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適

用した後の数値となっております。

会社名 資本金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

ウルシステムズ株式会社 100,000千円 99.3% コンサルティング事業

ピースミール・テクノロジ
ー株式会社

4,550千円 78.9% コンサルティング事業

株式会社アークウェイ 10,000千円 80.0% コンサルティング事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

　　（注）当社は、2022年８月１日付で、ピースミール・テクノロジー株式会社の普通株式を２

株（議決権比率1.1%）追加取得しております。
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対処すべき課題、主要な事業内容

(4) 対処すべき課題

　2024年３月期においては、３年ぶりに国内の社会経済活動の正常化が期待でき

るものの、ウクライナにおける戦乱長期化に伴う資源高や急激な利上げに伴う海

外景気後退懸念は続くと見込まれ、日本経済全体の見通しとしては、依然として

不確実性の高い状態が続くことが想定されます。

　一方で、社会の趨勢として民間企業の事業活動はもちろん社会経済活動全体の

デジタル化への動きは、着実に広がりを見せており、いわゆるＤＸ（デジタルト

ランスフォーメーション）を推し進める企業や公共部門からの需要は、益々堅調

に推移するものと確信しております。

　このような見通しに基づき、2024年３月期において当社グループは、旺盛なお

客様からの需要に適確に応え、人的資本への投資を中心に経営基盤強化をさらに

進めることで、コンサルティング事業を本格的な成長軌道に乗せてまいります。

すなわち、マネジメント層や人材の採用・育成チームを含むバックオフィス部門

の増強、大幅なベアを含む報酬制度の改善、人材育成や福利厚生制度の拡充及び

プロジェクトの品質管理活動の徹底・強化など強固な経営基盤の構築により、優

秀なエンジニア、コンサルタントの採用数を従前の年間50名-60名から年間100

名-120名相当とし、結果として、まずはグループ全体で1,000名程度での事業活

動が想定できるように必要な策を着実に進めてまいります。また、外部企業との

アライアンスやM&A並びに今後有望と思われる先端技術やシナジーの高い事業体

への投資を必要に応じて実施し、コンサルティング事業のさらなる供給能力強化

と高付加価値化を実現してまいります。

(5) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社３社

（ウルシステムズ株式会社、ピースミール・テクノロジー株式会社及び株式

会社アークウェイ）で構成され、主に顧客企業の競争優位性を支える戦略的

IT投資領域におけるコンサルテーション及び受託開発からなるコンサルティ

ング事業を展開しております。

　事業活動における各社の位置づけは、以下のとおりであります。

① ウルシステムズ株式会社は、主に金融、情報通信、サービス及び製造業

の企業向けに、情報システムに関するコンサルティング及び受託開発サ

ービスを展開しております。

② ピースミール・テクノロジー株式会社は、主に地方自治体など公共事業

体向けに、情報システムに関するコンサルティング、受託開発及び保守

サービスを展開しております。

③ 株式会社アークウェイは、主にサービス、製造、金融業の企業向けに、

－ 6 －
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対処すべき課題、主要な事業内容

ITアーキテクチャコンサルティングサービスを展開しております。

　なお、当社は、特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事

実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準につい

ては連結ベースの計数に基づいて判断しております。

以上の関係を図に示すと次のようになります。

【出資･管理支援等】
ウルシステムズ㈱

［連結子会社］

【サービスの提供】
コンサルティング事業

コンサルティングサービス
受託開発サービス

コンサルティング事業

コンサルティングサービス
（公共系向け）

ピースミール･テクノロジー㈱

コンサルティング事業

アーキテクチャ
コンサルティングサービス

㈱アークウェイ

当
社　

Ｕ
Ｌ
Ｓ
グ
ル
ー
プ
㈱

顧
客
（
企
業
・
地
方
自
治
体
等
）
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主要な営業所、使用人の状況

当 社
本社：東京都中央区晴海一丁目８番10号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟14階

ウルシステムズ株式会社 本社：　　　　　　　　　　同上

ピースミール・テクノ

ロ ジ ー 株 式 会 社

本社（東京事業所）：　　　同上
札幌事業所：北海道札幌市中央区北二条西三丁目１番16号
　　　　　　　太陽生命ひまわり札幌ビル７F

株式会社アークウェイ
本社：東京都中央区晴海一丁目8番10号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟14階

(6) 主要な営業所（2023年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

25名 6名増 40.0歳 7.0年

(7) 使用人の状況（2023年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況　475名（前連結会計年度末比　73名増）

② 当社の使用人の状況

(8) 主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）
該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

(1) 発行可能株式総数 23,200,000株

(2) 発行済株式の総数 6,220,800株

(3) 株主数 1,910名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％
漆 原 　 茂 2,532,600 46.10

高 橋 敬 一 292,000 5.32

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ）

271,800 4.95

株 式 会 社 イ ン テ ッ ク 220,000 4.00

J P  M O R G A N  C H A S E  B A N K  3 8 5 6 3 2
（常任代理人　株式会社みずほ銀行
　 決 済 営 業 部 ）

120,000 2.18

U L S グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 97,506 1.78

N O R T H E R N  T R U S T  C O . ( A V F C )  R E
NORTHERN TRUST (GUERNSEY) LIMITED
RE GGDP RE: AIF CLIENTS 15.315
P E R C E N T  N O N  T R E A T Y  A C C O U N T
（ 常 任 代 理 人 　 香 港 上 海 銀 行
　 東 京 支 店 ）

90,000 1.64

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ）

76,400 1.39

G O L D M A N  S A C H S  I N T E R N A T I O N A L
（ 常 任 代 理 人 　 ゴ ー ル ド マ ン ・
サ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社 ）

73,500 1.34

小 野 寺 　 大 造 65,000 1.18

２. 株式の状況（2023年３月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

(注) 当社は自己株式(727,580株)を保有しておりますが､上記大株主からは除外しており
ます｡また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

－ 9 －



2023/06/06 9:04:15 / 22948921_ＵＬＳグループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

株式の状況、新株予約権等の状況

新株予約権の数（注１） 2,020個

新株予約権の目的となる株式の種類

及び数（注１）

普通株式

202,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり400円

新株予約権の払込期日 2016年５月12日

新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額
94,000円

新株予約権の行使期間
自　2017年７月１日

至　2031年４月27日

新株予約権の行使により株式を発行

する場合における増加する資本金及

び資本準備金（１株あたり）

資本金　　　　472円

資本準備金　　472円

新株予約権の行使の条件 （注２）

割当先（注１）（注３）

当社取締役　　　　　　　 ２名

新株予約権の数　　　　　660個

目的となる株式の数　 66,000株

当社子会社の取締役　　　 ３名

新株予約権の数　　　　  660個

目的となる株式の数　 66,000株

当社子会社の従業員　　　 ４名

新株予約権の数　　　　　700個

目的となる株式の数　 70,000株

(3) その他新株予約権等の状況

　①第10回新株予約権

2016年３月31日取締役会決議及び2016年４月27日取締役会決議に基づき当

社の取締役、当社子会社の取締役及び従業員に対して有償にて発行した新

株予約権の概要は次のとおりです。

(注)１. 2023年３月31日現在において発行時より退職に伴い1,080個（108,000

株）、行使に伴い600個（60,000株）減少しております。

２. 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社

の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各

新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該

各条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を
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株式の状況、新株予約権等の状況

限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日

の属する翌月１日から行使することができる。

(a)2021年３月期までに経常利益が13億円を超過した場合

行使可能割合： 10％

(b)2026年３月期までに経常利益が16億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(c)2026年３月期までに経常利益が20億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に

係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書

を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照する

ものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念

に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役

会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新

株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じ

る場合は、これを切り捨てた数とする。

② 上記①にかかわらず、2016年４月28日から2017年４月27日までの期

間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値

が一度でも300円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合また

は無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）

を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。

③ 新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行

使時まで継続して、当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をい

う。）の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただ

し、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると

当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に

おける発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株

予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３. 割当先の対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。
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株式の状況、新株予約権等の状況

新株予約権の数（注１） 2,640個

新株予約権の目的となる株式の種類

及び数（注１）

普通株式

264,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり3,000円

新株予約権の払込期日 2021年５月14日

新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額
307,000円

新株予約権の行使期間
自　2022年７月１日

至　2031年４月29日

新株予約権の行使により株式を発行

する場合における増加する資本金及

び資本準備金（１株あたり）

資本金　　　　1,550円

資本準備金　　1,550円

新株予約権の行使の条件 （注２）

割当先（注１）（注３）

当社の従業員　　　　　　 ３名

新株予約権の数　　　　　160個

目的となる株式の数　 16,000株

当社子会社の取締役　　　 ３名

新株予約権の数　　　　　500個

目的となる株式の数　 50,000株

当社子会社の従業員　　　 33名

新株予約権の数　　　　1,980個

目的となる株式の数　198,000株

②第11回新株予約権

2021年３月31日取締役会決議及び2021年４月28日取締役会決議に基づき

当社の従業員、当社子会社の取締役及び従業員に対して有償にて発行し

た新株予約権の概要は次のとおりです。

(注)１. 2023年３月31日現在において発行時より退職に伴い120個（12,000

株）減少しております。

２. 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社

の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各

新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該

各条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を
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株式の状況、新株予約権等の状況

限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日

の属する翌月１日から行使することができる。

(a)2022年３月期から2026年３月期までに経常利益が21億円を超過

した場合

行使可能割合： 10％

(b)2022年３月期から2030年３月期までに経常利益が24億円を超過

した場合

行使可能割合： 40％

(c)2022年３月期から2030年３月期までに経常利益が28億円を超過

した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に

係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書

を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照する

ものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念

に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役

会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新

株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じ

る場合は、これを切り捨てた数とする。

② 上記①にかかわらず、2021年４月30日から2022年４月29日までの期

間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値

が一度でも1,000円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合ま

たは無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)

を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。

③ 新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行

使時まで継続して、当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をい

う。）の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただ

し、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると

当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に

おける発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株

予約権の行使を行うことはできない。
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株式の状況、新株予約権等の状況

新株予約権の数（注１） 940個

新株予約権の目的となる株式の種類

及び数（注１）

普通株式

94,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり2,300円

新株予約権の払込期日 2022年６月８日

新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額
382,500円

新株予約権の行使期間
自　2023年７月１日

至　2032年５月25日

新株予約権の行使により株式を発行

する場合における増加する資本金及

び資本準備金（１株あたり）

資本金　　　　1,924円

資本準備金　　1,924円

新株予約権の行使の条件 （注２）

割当先（注１）（注３）

当社の従業員　　　　　　 １名

新株予約権の数　　　　　40個

目的となる株式の数　 4,000株

当社子会社の取締役　　　 ５名

新株予約権の数　　　　　600個

目的となる株式の数　 60,000株

当社子会社の従業員　　　 ４名

新株予約権の数　　　　300個

目的となる株式の数　30,000株

⑥ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３. 割当先の対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。

③第13回新株予約権

2022年４月27日取締役会決議及び2022年５月25日取締役会決議に基づき

当社の従業員、当社子会社の取締役及び従業員に対して有償にて発行し

た新株予約権の概要は次のとおりです。

(注)１. 2023年３月31日現在において発行時より退職に伴い80個（8,000株）

減少しております。

２. 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社
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株式の状況、新株予約権等の状況

の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各

新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該

各条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を

限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日

の属する翌月１日から行使することができる。

(a)2023年３月期から2027年３月期までに経常利益が25億円を超過

した場合

行使可能割合： 10％

(b)2023年３月期から2031年３月期までに経常利益が28億円を超過

した場合

行使可能割合： 40％

(c)2023年３月期から2031年３月期までに経常利益が32億円を超過

した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に

係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書

を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照する

ものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念

に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役

会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新

株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じ

る場合は、これを切り捨てた数とする。

② 上記①にかかわらず、2022年５月26日から2023年５月25日までの期

間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値

が一度でも1,300円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合ま

たは無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)

を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。

③ 新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行

使時まで継続して、当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をい

う。）の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただ

し、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると

当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
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株式の状況、新株予約権等の状況

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に

おける発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株

予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３. 割当先の対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。

－ 16 －



2023/06/06 9:04:15 / 22948921_ＵＬＳグループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 漆 原 　 茂
ウルシステムズ株式会社代表取締役会長
株式会社アークウェイ代表取締役社長

取 締 役 横 山 芳 成 ウルシステムズ株式会社代表取締役社長

取 締 役 小 林 　 博
ウルシステムズ株式会社取締役
ピースミール・テクノロジー株式会社取締役

取 締 役 櫻 井 賢 一
IT管理担当
ウルシステムズ株式会社取締役

取 締 役 高 橋 敬 一

法務、人事・総務、財務・経理、IR担当
ウルシステムズ株式会社取締役
ピースミール・テクノロジー株式会社取締役
株式会社アークウェイ取締役
株式会社ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役
株式会社オーシャンブリッジ取締役

取 締 役
（常勤監査等委員）

犬 伏 靖
ウルシステムズ株式会社監査役
ピースミール・テクノロジー株式会社監査役
株式会社アークウェイ監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

唐 津 真 美
高樹町法律事務所パートナー 弁護士
セントラル警備保障株式会社 社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

坂 田 政 一
ＫＹＢ株式会社 社外取締役
株式会社プラネット 代表取締役社長

４. 会社役員の状況

(1) 取締役の状況（2023年３月31日現在）

(注) １. 当事業年度中の役員の異動は次のとおりであります。

①2022年6月29日開催の第22回定時株主総会終結の時をもって、植松隆氏及び古澤憲

一氏は当社の取締役を任期満了により退任いたしました。

②2022年6月29日開催の第22回定時株主総会において、横山芳成氏、小林博氏及び櫻

井賢一氏は新たに当社の取締役に選任され就任いたしました。

③2022年6月29日開催の第22回定時株主総会において、犬伏靖氏が監査等委員である

取締役に選任され就任いたしました。また、同氏は同総会終了後開催の監査等委員会

において、常勤監査等委員に選定され就任いたしました。

④監査等委員である取締役坂田政一氏は、2022年10月25日付で株式会社プラネットの

代表取締役社長に就任いたしました。

２．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会

議への出席による情報共有並びに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能に

するため、犬伏靖氏を常勤監査等委員として選定しております。

３．監査等委員である取締役唐津真美氏及び坂田政一氏は、社外取締役であります。ま

た、当社は、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。

４. 監査等委員である取締役唐津真美氏の戸籍上の氏名は山田真美であります。
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５. 監査等委員である取締役坂田政一氏は、経営者としての経験と財務及び会計に関する

知識が豊富であり、社外取締役の立場から公正な企業運営の実現に貢献できる相当程

度の知見を有しております。

６．当社は、定款の定めにより、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で

会社法第423条第１項の損害賠償責任について同法第427条第１項に定める要件に該当

する場合に損害賠償責任を限定する（ただし、当該限定は法令に定められた限度とす

る）旨の責任限定契約を締結することができますが、当事業年度においては該当事項

はありません。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締

役、社外派遣役員、管理職従業員並びに相続人（保険期間中に退職した役員も含む）

であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職

務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含む）等に起

因して、被保険者が被る損害が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務

の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為または故意によ

る法令違反等の場合には塡補の対象としないこととしております。

(2) 取締役の報酬等

イ.取締役（監査等委員を除く）の報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、取締役（監査等委員を

除く）の報酬等の決定方針を決議しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、

報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合

していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断してお

ります。

　取締役（監査等委員を除く）の報酬等の決定方針の内容は次のとおりで

す。

１. 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の決定基本方針

　当社取締役（監査等委員を除く）の報酬の決定にあたっては、下記事項

を基本方針とします。

①優秀な人材の維持・確保が可能で且つ取締役としての職務を誇りをもっ

て遂行する動機づけになり得る水準であること。

②基本報酬に加え、会社の業績等に適度に連動した報酬制度（業績連動報

酬等及び非金銭報酬等）の導入により、当社グループの中長期の持続的

企業価値成長に資する健全な企業家精神の発揮を促進する報酬プログラ

ムにより支給されるものであること。
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２. 基本報酬に関する方針

　取締役（監査等委員を除く）の報酬等（非金銭報酬等を除く）について

は、2021年6月29日開催の第21回定時株主総会において、その限度額を各

事業年度につき総額3億円以内（使用人兼務取締役は使用人分給与を含ま

ない）と決議しております。

　取締役（監査等委員を除く）個人別の基本報酬の算定方法の決定に関す

る方針については、当該株主総会で承認された限度額の範囲内で、各取締

役の役位、担当職務、専門性及び実績等並びに独立社外取締役の助言等を

踏まえ取締役会決議により各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、

代表取締役に一任して決定する方針としています。

３. 業績連動報酬等に関する方針

　取締役（監査等委員を除く）の個人別の業績連動報酬等の算定方法の決

定に関する方針については、上記基本報酬と併せて第21回定時株主総会で

承認された取締役（監査等委員を除く）報酬等の限度額の範囲内で、独立

社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会決議により各取締役の個々の報酬

額の上限を定めた上で、当社グループの経常利益の成長額の多寡に加え、

成長投資の実施状況あるいは品質管理活動状況等を総合的に勘案して、代

表取締役に一任して決定する方針としております。

４. 非金銭報酬等に関する方針

　取締役（監査等委員を除く）の個人別の非金銭報酬等については、2021

年6月29日開催の第21回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除

く）の株式報酬型ストックオプションとして割り当てられる新株予約権に

関する報酬等の限度額を各事業年度につき総額3億円の範囲内（使用人兼

務取締役は使用人分給与を含まない）と決議しております。

　取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の

決定については、当該株主総会で承認された限度額の範囲内で、独立社外

取締役の助言等を踏まえ各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、中

長期の視点で在任期間や中長期の経常利益の達成度合い等を総合的に勘案

して取締役会で決定する方針としております。

５. 報酬等の割合に関する方針

　基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役（監

査等委員を除く）の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針につい

て、各取締役に対する中長期の企業価値成長に資する適切なインセンティ

ブ付与の観点から、基本報酬の額及び業績連動報酬等の額の割合について

は代表取締役が、非金銭報酬等の額については付与する場合には取締役会
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での審議を経て取締役会が、それぞれ独立社外取締役の助言等を踏まえ決

定しております。

６. 報酬等の付与時期や条件に関する方針

　基本報酬の額：代表取締役の決定に基づき毎月の支払

　業績連動報酬等の額:代表取締役の決定に基づき毎連結会計年度の6月及

び12月の支払い

　非金銭報酬等の額：非金銭報酬等を付与する場合には、取締役会の決議

に基づき3年―5年に1回程度で任意の時期

７. 報酬等の決定の委任に関する事項

①当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当

　代表取締役

②①の者に委任する権限の内容

　基本報酬及び業績連動報酬等について、独立社外取締役の助言等を踏

まえ取締役会で承認した各取締役（監査等委員を除く）の個々の報酬額

の上限の範囲内で、具体的な個人別の報酬等の額を決定

③①の者により②の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ず

ることとするときは、その内容

　該当事項はありません。

④取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定の

方法

　基本報酬の額及び業績連動報酬等の額について

　独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会で承認した各取締役

（監査等委員を除く）の個々の報酬額の上限の範囲内で、代表取締役

の決定に基づき具体的な個人別の報酬等の額を決定

　非金銭報酬等の額について

　独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会で承認した各取締役

（監査等委員を除く）の個々の報酬額の上限の範囲内で、取締役会の

決定に基づき具体的な個人別の付与額（個数等）を決定

８. 上記のほか報酬等の決定に関する事項

　該当事項はありません。

ロ. 監査等委員である取締役の報酬等について

監査等委員である取締役の報酬等については、2021年6月29日開催の第21

回定時株主総会においてその限度額を各事業年度につき総額5,000万円以内

と決議しております。監査等委員である取締役の報酬等は高い独立性確保

の観点から業績により変動する要素を排除した固定月額報酬のみとし、株

主総会で承認された限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議に基

づき決定しております。
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区　　分

報酬等の総

額

（千円）

報酬等の種類別の総額

（千円）
対象となる

役員の員数

（名）基本報酬
業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取締役（監査等

委員除く）

（うち社外取締役）

145,241

(-)

43,800

(-)

90,000

(-)

11,441

(-)

7名

(-)

取締役（監査等

委員）

（うち社外取締役）

20,400

(7,200)

20,400

(7,200)

-

(-)

-

(-)

3名

(2名)

合　　　計

（うち社外役員）

165,641

(7,200)

64,200

(7,200)

90,000

(-)

11,441

(-)

10名

(2名)

ハ. 当事業年度に係る報酬等の総額

(注) １.上表の「対象となる役員の員数」の合計については、実支給人数を記載しておりま

す。

２. 上表には、2022年６月29日開催の第22回定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役２名及び仮監査等委員である取締役１名を含んでおります。また、取締役の報

酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

３. 業績連動報酬等に係る業績指標は主に連結経常利益であり、その実績は2023年３月期

で1,726,119千円であります。当該指標を選択した理由については、連結経常利益は

期間収益に対応している最終の利益項目であり、この成長は専門家集団としての当社

グループの競争力の証であるとともに、株主を始めとする利害関係者への利益配分の

源泉となる利益であるからです。また、業績連動報酬等の算定方法については、独立

社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会決議により各取締役（監査等委員除く）の

個々の報酬額の上限を定めた上で、当社グループの経常利益の成長額の多寡に加え、

成長投資の実施状況あるいは品質管理活動状況等を総合的に勘案して、代表取締役に

一任して決定する方針としております。

４. 取締役（監査等委員除く）の報酬等の限度額は、2021年６月29日開催の第21回定時株

主総会において各事業年度につき総額３億円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与

を含まない）及び株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関す

る報酬等の限度額を年額３億円の範囲内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな

い）で設けることにつき決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役

（監査等委員除く）の員数は、４名（うち、社外取締役については該当者なし）で

す。

５. 監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2021年６月29日開催の第21回定時株主
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総会において各事業年度につき総額5,000万円以内と決議いただいております。当該

株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、３名（うち、社外取締役は２

名）です。

６. 取締役会は、独立社外取締役の助言等を踏まえ取締役会で承認した各取締役（監査等

委員除く）の個々の報酬額の上限の範囲内で、代表取締役漆原茂に当社の取締役（監

査等委員除く）の基本報酬の額及び業績連動報酬等の額の決定を委任しております。

委任した理由は、当社グループの中長期の企業価値成長に対する取締役（監査等委員

除く）の貢献度について的確に評価を行なうには代表取締役が適任であると判断した

ためであります。

７. 非金銭報酬等は、「３．新株予約権等の状況（３）その他新株予約権等の状況」に記

載の第11回及び第13回新株予約権（有償発行）に関するものであり、「従業員等に対

して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報

告第36号　平成30年１月12日）等に準拠して株式報酬費用として計上したものであり

ます。なお、当該非金銭報酬等で計上した株式報酬費用は、2021年６月29日開催の第

21回定時株主総会において決議いただいた、株式報酬型ストックオプションとして割

り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額には含まれません。
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取 締 役
（監査等委員）

唐 津 真 美
当事業年度において開催された取締役会19回のうち19回出
席しております。また、当事業年度において開催された監
査等委員会13回のうち13回出席しております。

取 締 役
（監査等委員）

坂 田 政 一
当事業年度において開催された取締役会19回のうち19回出
席しております。また、当事業年度において開催された監
査等委員会13回のうち13回出席しております。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査等委員である取締役唐津真美氏は、高樹町法律事務所のパートナ

ー弁護士及びセントラル警備保障株式会社の社外取締役であります。

当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査等委員である取締役坂田政一氏は、ＫＹＢ株式会社の社外取締役

及び株式会社プラネットの代表取締役社長であります。当社と各兼職

先との間には特別の関係はありません。

② 当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない

役員との親族関係

該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

イ. 取締役会及び監査等委員会への出席状況

ロ. 取締役会、監査等委員会における発言状況及び社外取締役に期待され

る役割に関して行った職務の概要

・監査等委員である取締役唐津真美氏は、主に弁護士としての専門的見

地から、取締役の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・ 

提言を行っております。また、監査等委員会においてコンプライアン

ス推進など業務の適正性について発言を行っております。

・監査等委員である取締役坂田政一氏は、主にIT企業の経営者の経験に

基づく組織運営の健全性の視点から意見を述べるなど、取締役の意思

決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりま

す。また、監査等委員会において組織運営の健全性などについて、適

切な意見を述べております。
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・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他

の財産上の利益の合計額

22,000千円

22,000千円

５. 会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　　　　　　ひびき監査法人

（注）当社の会計監査人でありました有限責任監査法人トーマツは、2022年６月29日開

催の第22回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

(2) 報酬等の額

(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で

きませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を

記載しております。

2.監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積もりの算

出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は相当と認めて同意を

行っております。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会社法第340条第１項各号に定める事項に該当すると認

められる場合には監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、会計

監査人の独立性、適格性を害するその他の事由の発生により適正な監査の遂

行が困難であると認められる場合には会計監査人の解任または不再任を株主

総会に提案します。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人ひびき監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度

額であります。

　また、会計監査人でありました有限責任監査法人トーマツにつきまして

も、同様の責任限定契約を締結しておりました。
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６. 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他当社及び当社の子会社の業務の適正を確保するための体制についての決定

内容の概要は以下のとおりであります。

(1)当社及び子会社の役員及び社員（以下、「役職員」という）の職務執行

が法令・定款に適合することを確保するための体制

　当社は、当社及び子会社の役職員が職務の執行に当たり遵守すべき

規範として、法令遵守（コンプライアンス）体制に関する憲章を制定

し、同憲章をもって法令・定款及び社内規程を遵守した行動をとるた

めの行動規範を定めます。当社及び子会社の取締役社長は、当該憲章

の趣旨を積極的に役職員に伝えることにより、法令・定款等の遵守を

企業活動の前提とすることを徹底します。また、その徹底を図るた

め、当社の法務部を当社及び子会社のコンプライアンスの取り組み推

進の統括部署とし、同部を中心に、当社及び子会社の役職員教育を行

います。当社の内部監査室は、法務部と連携して必要に応じてコンプ

ライアンスの状況を監査し、その状況は当社の取締役社長、取締役会

及び監査等委員会に適宜報告されます。

　さらに、当社及び子会社の役職員が法令上の疑義のある事業活動に

つき直接情報を提供するための手段として、監査等委員によるホット

ライン（法令遵守通報窓口）の設置を行います。

(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁

的媒体に記録するとともに、所定の期間、取締役、監査等委員及び監

査法人が閲覧できるよう保存します。

(3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社のリスク管理規程に従い、当社及び子会社の事業で想定される

リスクのカテゴリー別に責任者を定め、当社の法務部長を当社及び子

会社全体のリスクに関する統括責任者として任命し、法務部において

当社及び子会社全体の経営上のリスクを一元的に把握・管理を行いま

す。

　また、個々のリスクの管理の状況の確認については、当社及び子会

社における各組織が規程に従って適正に業務を運用しているか否かを

当社の内部監査室がリスクアプローチの考え方に基づき監査し改善点

等を指摘し、その結果を当社の取締役社長、取締役会及び監査等委員
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会に報告するほか監査法人とも共有し、重要な事項については当社及

び子会社の取締役会において改善策を審議・決定します。

(4)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

　当社及び子会社の取締役会は、役職員が共有する経営計画を定めま

す。そして、各業務担当取締役は、職務分掌規程及び職務権限規程等

の会社の権限分配・意思決定ルールに基づいてその所管する組織及び

子会社による効率的な目標達成の方法を設定し実施します。また、当

社及び子会社の取締役会ではプロジェクト管理システム（PAS)等のIT

ツールの利用や、各担当取締役を通じて定期的な予算実績差異分析の

報告及び随時の事業進捗報告を受けること等により、当社及び子会社

の業務の進捗状況や損益状況を適宜レビューし、目標未達成や進捗遅

れが生じた場合には要因分析や対策立案について当社及び子会社の取

締役会で協議し迅速に問題を解消することにより当社及び子会社全体

の業務の効率化を実現する体制を構築しております。

(5)当社及び子会社からなる企業集団（以下、「当社グループ」という）に

おける業務の適正を確保するための体制

　当社グループ全体で業務の適正性を確保するため、当社が主体とな

って当社グループの方向性を決定し、業務の重要性に応じて子会社の

業務手続についても当社にて規程化を行うとともに、これに基づく重

要な業務執行については、取締役会規則に基づき当社取締役会に報告

するものとします。また、その業務の適正性については内部監査室に

よる内部監査を通じて確認しております。

(6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　内部監査室を監査等委員会の監査を補助する組織とし、内部監査室

長又は内部監査室長が指名する内部監査室員を監査等委員の職務を補

助すべき使用人（以下、「監査等委員会補助者」という）とします。

監査等委員会補助者は監査等委員との協議により、内部監査とは別に

監査等委員会の指示した事項の監査を行いその結果を当該監査等委員

会に報告します。

(7)監査等委員会補助者の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）

からの独立性に関する事項

監査等委員会補助者の人事異動及び懲戒については、人事担当取締

役は監査等委員会に対して事前の報告を行い、その承認を得るものと

します。また、監査等委員会補助者は、監査等委員会の指示があった
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場合には、監査等委員会監査のために必要な監査を行い、当該監査等

委員会が指示した監査業務についてはその業務の遂行上、監査等委員

会補助者は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の指示等を受

けてはならないものとします。

(8)監査等委員会の監査等委員補助者に対する指示の実効性の確保に関する

事項

　内部監査室長は監査等委員会の監査計画に基づき、必要に応じてそ

の補助のための業務計画を作成し、常勤監査等委員を中心とした監査

等委員の適宜の指示のもとに人員工数を適宜に重点投入して、監査等

委員補助者が実効的な監査補助を行える条件を整備します。

(9)監査等委員会への報告に関する体制

　当社及び子会社に係る重要事項については、当社取締役会規則に基

づき、監査等委員が出席する取締役会に適宜報告がなされ、監査等委

員会にも共有される体制を構築しております。また、当社は子会社に

対して常勤監査等委員を監査役として派遣し、子会社の取締役及び従

業員の職務執行にあたって生じた経営上の重要事項については当社監

査等委員会に報告が上げられる体制とします。更に、当社の監査等委

員へのホットライン（法令遵守通報窓口）を通じて当社及び子会社の

役職員から法令・定款違反等の重要事実の報告を直接かつ迅速に収集

する体制を構築します。

(10)監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益

な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　監査等委員へのホットライン（法令遵守通報窓口）は当社の社内規

程に基づいて設置され、通報を受けた監査等委員は通報者の匿名性を

保障し、通報者が不利益な取り扱いを受けていないかどうかを適宜確

認し、通報した事実を理由として不利益な取扱いを行った役職員の懲

戒を求め、又は取締役会等へ是正措置を勧告するなど、通報者の身分

を保障するための権限を有することとし、内部通報の体制が効果的に

運用される体制を構築します。

(11)監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続そ

の他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に

関する事項

　監査等委員会が弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対する

助言又は調査等の事務委託或いは実地監査のための出張旅費等、所要

の費用を当社に請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員の
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職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き当社はこれを拒む

ことができず、また監査等委員会より前払いの請求を受けた場合には

金銭出納に関する社内規程に基づいてこれに応じることとします。

(12)その他当社の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するため

の体制

　常勤監査等委員は当社及び子会社にて開催される主要な会議に出席

し、役員及び管理職社員との情報交換を図ります。また、内部監査室

との間で日常的な情報交換や監査等委員会監査における定期的なヒア

リングを通じ、また監査法人との間で監査実施のつど情報交換を通

じ、それぞれ連携を図ります。更に常勤監査等委員は全ての子会社の

監査役を兼務しており、子会社の業務、損益、リスク及びコンプライ

アンスに関する情報を適宜把握します。このようにして収集された情

報は監査等委員会に報告され独立社外取締役である監査等委員との間

で共有されたうえで、監査等委員会監査実施にあたっての重要な資料

とします。

(13)金融商品取引法により求められる財務報告に係る内部統制体制構築に関

する諸施策

　当社は、上場企業として、金融商品取引法により要求される内部統

制体制につき、所管部門を当社財務経理部に定め、当該内部統制体制

の適切な整備・運用を図っています。その体制の整備・運用状況の有

効性評価のため、当社内部監査室は内部監査計画に基づき定期的に内

部統制監査を実施するとともに、監査法人が当該内部統制監査の内容

を監査しその有効性の評価結果に意見を表明することで、当社におけ

る財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を実質的且つ客

観的に担保しております。

(14)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(i) 重要な会議の開催状況

　取締役の職務執行と法令及び定款との適合性を確保するため、

取締役会を原則として月次で開催（当期は19回）しました。

　また、取締役相互による監視機能を実効性あるものとするため

に、グループ全体の主要な経営指標の報告等を通じて、取締役会

審議の充実を図りました。

　更に、主要子会社が重要な経営事項や業務進捗状況を役職員間

で共有するために定期的に開催する会議には当社の取締役及び管

理職社員も出席し、子会社に関する情報の迅速な収集に努めまし
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た。

(ii) 監査等委員会の職務の執行状況

① 監査等委員会の職務執行と法令及び定款との適合性を確保する

ため、監査等委員会を原則として月次で開催（当期は13回）しま

した。

② 監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づ

いて監査を行い、選定監査等委員が当社の代表取締役、取締役、

管理職社員及び当社子会社の取締役を対象に面談を行いました。

③ 監査等委員会は、代表取締役及び会計監査人との間でそれぞれ

随時の意見及び情報の交換を行いました。

(iii)主な教育の実施状況

① 当社の情報セキュリティに関するルールの周知を図るため、情

報セキュリティ委員会において当社グループ全役職員を対象とし

てルールの勉強会を実施し、その理解度をチェックテストで確認

しました。

② 新入社員を中心に、当社社内ルール及び業務に関連する法令の

理解を促進するため、法務研修を実施しました。

(iv) 内部監査の実施状況

　内部監査計画に基づき、業務リスク及び表示リスクを発見し、

これらを回避する観点から、当社グループ全体を対象に監査項目

を設定して定期監査を２回実施しました。

(v) 財務報告に係る内部統制の状況

　当期は、前期より継続して、当社及び当社の子会社であるウル

システムズ株式会社の事業を内部統制に関する評価範囲とし、全

社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの整備、運用状況の

評価を実施しました。

(vi) 反社会的勢力排除状況

　取引先との契約条件に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込

むよう徹底するとともに、警視庁管内の企業総務担当者で構成さ

れる反社会的勢力対策のための協議会に参加し、その動向等につ

いての情報交換を行い所轄署との連携を図りました。
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７. 会社の支配に関する基本方針

　当社は、事業ドメインである顧客の「戦略的ＩＴ投資領域」への高付加価

値サービスを通じて顧客満足度を向上させることにより、中長期の持続的企

業価値成長を実現することを基本的な経営方針としております。従って、当

社の業務の遂行には、「戦略的ＩＴ投資領域」に精通した者が取締役（監査

等委員である取締役を除く）や業務執行者に就任し、事業の方針を決定し、

業務執行体制を構築することが必要であり、これによって初めて当社の中長

期の持続的企業価値成長が図られるものと認識しております。以上が会社の

支配に関する基本方針であります。

　現時点においては、第三者による買収行為に対する具体的な防衛策は特に

定めておりませんが、上記の方針に照らして、第三者による買収行為に対し

必要性があると判断した場合には、社内外の専門家を含めて検討したうえで

適切な対応策を講じます。

８. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識

しております。この認識に従って、当社は、現在長期保有の株主様への積極

的な利益還元策として当面の配当性向を20%～30%とする業績連動型の配当政

策を採用しております。当連結会計年度の業績は親会社株主に帰属する当期

純利益が1,233,679千円となったため、当連結会計年度においては期末配当金

を１株当たり45円（連結配当性向20.0%）とさせていただくことを予定してお

ります。

　また、自己株式の取得につきましても、企業環境の変化に対応した機動的

な資本政策の手段を確保することを主たる目的として断続的に実施してお

り、2023年３月期においては、2022年５月25日付の取締役会決議に基づき

2022年６月１日から同年７月31日までに、157,200株（599,971千円）の買い

付けを実施しております。なお、2023年３月31日までの累計取得株数は

727,580株、累計取得金額合計は1,092,872千円となっております。
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連結貸借対照表

（2023年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売掛金及び契約資産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

8,438,035

5,603,498

2,780,492

54,044

1,126,149

166,374

135,734

301,748

△271,108

82,623

74,964

7,658

877,151

453,063

270,054

154,033
　

流 動 負 債 1,792,410

未 払 金 179,035

未 払 費 用 284,120

賞 与 引 当 金 614,481

未 払 法 人 税 等 405,867

そ の 他 308,907

負 債 合 計 1,792,410

純 資 産 の 部

株 主 資 本 7,495,906

資 本 金 873,810

資 本 剰 余 金 1,273,883

利 益 剰 余 金 6,441,086

自 己 株 式 △1,092,872

その他の包括利益累計額 5,834

その他有価証券評価差額金 5,834

新 株 予 約 権 66,019

非 支 配 株 主 持 分 204,013

純 資 産 合 計 7,771,774

資 産 合 計 9,564,185 負 債 純 資 産 合 計 9,564,185

連 結 貸 借 対 照 表

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており､金額千円未満の科目については｢０｣

で表示しております。
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連結損益計算書

（ 2022年４月１日から
2023年３月31日まで ）

科　　　　　目 金　　　　　額

売 上 高 8,515,251

売 上 原 価 5,152,447

売 上 総 利 益 3,362,803

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,634,950

営 業 利 益 1,727,852

営 業 外 収 益

受 取 利 息 57

そ の 他 1,570 1,628

営 業 外 費 用

自 己 株 式 取 得 費 用 3,188

そ の 他 172 3,361

経 常 利 益 1,726,119

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 197,682

新 株 予 約 権 戻 入 益 360 198,042

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,924,161

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 692,366

法 人 税 等 調 整 額 △38,364 654,002

当 期 純 利 益 1,270,159

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

36,480

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

1,233,679

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており､金額千円未満の科目については｢０｣

で表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2022年４月１日から
2023年３月31日まで ）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2022年４月１日　当期首残高 849,738 1,246,400 5,408,985 △492,900 7,012,223

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 24,072 24,072 48,144

剰余金の配当 △201,579 △201,579

親会社株主に帰属する当期純利益 1,233,679 1,233,679

自己株式の取得 △599,971 △599,971

非支配株主との取引に係る親会社

の持分変動
3,410 3,410

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 24,072 27,482 1,032,100 △599,971 483,683

2023年３月31日　当期末残高 873,810 1,273,883 6,441,086 △1,092,872 7,495,906

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

2022年４月１日　当期首残高 1,970 1,970 9,292 171,743 7,195,228

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 48,144

剰余金の配当 △201,579

親会社株主に帰属する当期純利益 1,233,679

自己株式の取得 △599,971

非支配株主との取引に係る親会社

の持分変動
3,410

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額）
3,864 3,864 56,727 32,269 92,861

連結会計年度中の変動額合計 3,864 3,864 56,727 32,269 576,545

2023年３月31日　当期末残高 5,834 5,834 66,019 204,013 7,771,774

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており､金額千円未満の科目については｢０｣

で表示しております。
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

関係会社短期貸付金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

商 標 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

敷 金

繰 延 税 金 資 産
　

2,762,872

1,765,071

822,800

150,000

18,646

6,354

1,463,095

31,734

73,803

73,405

△115,474

4,116

3,017

1,019

79

1,427,244

453,063

799,103

134,202

40,874
　

流 動 負 債 368,698

未 払 金 15,455

未 払 費 用 78,982

未 払 法 人 税 等 216,641

賞 与 引 当 金 22,938

そ の 他 34,681

負 債 合 計 368,698

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,785,415

資 本 金 873,810

資 本 剰 余 金 1,214,239

資 本 準 備 金 864,046

その他資本剰余金 350,193

利 益 剰 余 金 2,790,239

その他利益剰余金 2,790,239

繰 越 利 益 剰 余 金 2,790,239

自 己 株 式 △1,092,872

評価・換算差額等 5,834

その他有価証券評価差額金 5,834

新 株 予 約 権 66,019

純 資 産 合 計 3,857,270

資 産 合 計 4,225,968 負 債 純 資 産 合 計 4,225,968

貸　借　対　照　表

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており､金額千円未満の科目については｢０｣

で表示しております。
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損益計算書

（ 2022年４月１日から
2023年３月31日まで ）

科　　　　　目 金　　　　　額

営 業 収 益 1,485,000

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 629,464

営 業 利 益 855,535

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,017

そ の 他 301 3,318

営 業 外 費 用

自 己 株 式 取 得 費 用 3,188

そ の 他 0 3,188

経 常 利 益 855,665

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 197,682

新 株 予 約 権 戻 入 益 360 198,042

税 引 前 当 期 純 利 益 1,053,707

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 348,686

法 人 税 等 調 整 額 15,551 364,237

当 期 純 利 益 689,470

損　益　計　算　書

 （単位：千円）

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており､金額千円未満の科目については｢０｣

で表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 2022年４月１日から
2023年３月31日まで ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本

資本金

　資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

2022年４月１日　当期首残高 849,738 839,974 350,193 1,190,167 2,302,347 2,302,347 △492,900 3,849,351

事業年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 24,072 24,072 24,072 48,144

剰余金の配当 △201,579 △201,579 △201,579

当期純利益 689,470 689,470 689,470

自己株式の取得 △599,971 △599,971

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 24,072 24,072 － 24,072 487,891 487,891 △599,971 △63,936

2023年３月31日　当期末残高 873,810 864,046 350,193 1,214,239 2,790,239 2,790,239 △1,092,872 3,785,415

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等合計

2022年４月１日　当期首残高 1,970 1,970 9,292 3,860,614

事業年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 48,144

剰余金の配当 △201,579

当期純利益 689,470

自己株式の取得 △599,971

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
3,864 3,864 56,727 60,592

事業年度中の変動額合計 3,864 3,864 56,727 △3,343

2023年３月31日　当期末残高 5,834 5,834 66,019 3,857,270

株主資本等変動計算書

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており､金額千円未満の科目については｢０｣

で表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 田 中 　 弘 司

業 務 執 行 社 員 公認会計士 香 取 　 隆 道

独立監査人の監査報告書

2023年５月16日

ＵＬＳグループ株式会社

取締役会　御中

　　　　　ひびき監査法人
　　　　東京事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＵＬＳグループ株

式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算

書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＬＳグループ株式会社及び連結子

会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
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があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監

査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す

るためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況

に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を

検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者

によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当

性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切で

あるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注

意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事

項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連す

る注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計

算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評

価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の

財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結

計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査

人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ

ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 田 中 　 弘 司

業 務 執 行 社 員 公認会計士 香 取 　 隆 道

独立監査人の監査報告書

2023年５月16日

ＵＬＳグループ株式会社

取締役会　御中

　　　　　ひびき監査法人
　　　　東京事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ＵＬＳグルー

プ株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第23期事業年度の計

算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監

査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監

査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に

応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者

によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当

性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適

切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として

存続できなくなる可能性がある。
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・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する

注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す

る。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ

ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第23期事業
年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び
結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げ

る事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説
明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しまし
た。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方

針、監査の方法、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携
の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執
行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決
裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、子
会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本
方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、
その内容について検討を加えました。

③財務報告に係る内部統制については、取締役等及びひびき監査法人
から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし

た。

監査等委員会の監査報告
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2023年５月18日
ＵＬＳグループ株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 犬 伏 靖 ㊞

監 査 等 委 員 唐 津 真 美 ㊞

監 査 等 委 員 坂 田 政 一 ㊞
　

　

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含
め、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　　会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

（注）監査等委員唐津真美及び坂田政一は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定

する社外取締役であります。
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剰余金処分の件

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

当社では、株主の皆様への利益還元は最も重要な経営課題の一つとして認識

しております。この認識に従い、当社は、現在長期保有の株主様への積極的な

利益還元策として当面の配当性向を20％～30％とする業績連動型の配当政策を

採用しております。当連結会計年度の業績は親会社株主に帰属する当期純利益

が1,233,679千円となったため、2023年３月期の期末配当は、１株当たり45円

（連結配当性向20.0％）で実施したいと思います。

（１）配当財産の種類

金銭といたします。

（２）配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円といたしたいと存じます。なお、この

場合の配当総額は、247,194,900円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2023年６月30日といたしたいと存じます。
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取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

う る し ば ら 　 し げ る

漆 原 　 茂
(1965年２月24日生)

1987年４月 沖電気工業㈱入社

1989年９月 スタンフォード大学コンピュータシ

ステム研究所客員研究員

1999年４月 沖電気工業㈱システムソリューショ

ングループ

2000年４月 同社システムソリューションカンパ

ニー

2000年７月 当社代表取締役社長（現任）

2008年１月 オープンソースCRM㈱取締役

2011年10月 ウルシステムズ㈱代表取締役社長

2014年９月 ㈱ブレインパッド社外取締役

2020年２月 ㈱アークウェイ取締役

2020年９月 ㈱アークウェイ代表取締役社長

（現任）

2022年５月　ウルシステムズ㈱代表取締役会長

（現任）

2,532,600株

（候補者とした理由）

同氏は、当社の創業者としてまた代表取締役社長として長年にわたり当社及び当社グループの

経営を指揮し、基幹事業である戦略的ITコンサルティング事業の事業基盤を創り上げてまいり

ました。そのなかで培った業界の動向に対する洞察力、経営に関する豊富な経験と高い識見が

当社及び当社グループの経営には欠かせないものと判断し、取締役の候補者といたしました。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全
員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、
取締役会においてモニタリング機能を強化しつつ、機動的に意思決定が行える
よう２名減員し、取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について監査等委員会において、株主総会において陳述すべき

特段の事項はないとの意見表明を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２

た か は し 　 け い い ち

高 橋 敬 一
(1970年10月12日生)

1994年10月 中央監査法人入所

1998年４月 公認会計士登録

2000年10月 当社入社　ディレクター

2002年６月 当社財務担当執行役員

2003年12月 当社取締役（現任）

2008年１月 オープンソースCRM㈱取締役

2009年10月 ピースミール・テクノロジー㈱

取締役（現任）

2011年10月 ウルシステムズ㈱取締役（現任）

㈱ノーチラス・テクノロジーズ

社外取締役（現任）

2017年２月 ㈱オーシャンブリッジ取締役

（現任）

2020年９月 ㈱アークウェイ取締役（現任）

292,000株

（候補者とした理由）

同氏は、当社グループ創業期からの財務責任者として戦略的ITコンサルティング事業の拡充を

主に財務面・管理面で指揮し、当社及び当社グループの成長に大きく貢献してまいりました。

その高い専門性と識見が当社及び当社グループの経営に欠かせないものと判断し、取締役の候

補者といたしました。
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取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３

よ こ や ま 　 よ し な り

横 山 芳 成

(1974年1月4日生)

1997年４月　㈱NEC情報システムズ入社

2005年10月　当社入社

2011年10月　ウルシステムズ㈱入社　事業開発部

副部長

2013年４月　同社事業開発本部副本部長

2016年４月　同社テクノロジーサービス企画部長

2017年４月　同社イノベーションセンター長

2018年４月　同社テクノロジーサービス部長

2019年４月　同社テクノロジーサービス本部長

2019年５月　同社取締役

2022年５月　同社代表取締役社長（現任）

2022年６月　当社取締役（現任）

0株

（候補者とした理由）

同氏は、当社子会社であるウルシステムズ株式会社の事業本部長及び業務執行取締役を歴任

し、2022年5月には同社の代表取締役社長に就任しております。同氏の業界に関する知見及び

幅広い経験が当社及び当社グループの経営に欠かせないものと判断し、取締役の候補者といた

しました。

（注）１. 取締役候補者、漆原　茂氏は、当社子会社であるウルシステムズ株式会社の代表取締
役会長及び株式会社アークウェイの代表取締役社長を兼務しております。また、取締
役候補者、横山　芳成氏は、当社子会社であるウルシステムズ株式会社の代表取締役
社長を兼務しております。当社は当該２社との間に、役務提供等の取引関係がありま
す。他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 現在当社の取締役である各候補者の当社における担当については、事業報告「４.会
社役員の状況（１）取締役の状況」に記載のとおりであります。

３. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しており、当該保険契約の概要は、事業報告「４.会社役員の状況（１）

取締役の状況」に記載のとおりであります。各候補者が取締役に選任された場合、当

該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該契約は、2023年７

月に更新される予定です。
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監査等委員である取締役２名選任の件

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

か ら つ 　 ま み

唐 津 　 真 美
(1968年８月５日生)

1996年４月　弁護士登録
東京永和法律事務所入所

1999年２月　フレッシュフィールズ法律事務
所入所

2005年１月　骨董通り法律事務所入所　パー
トナー

2006年６月　当社社外監査役
2016年１月　骨董通り法律事務所オブカウン

セル
2018年３月　高樹町法律事務所設立　パート

ナー（現任）
2018年７月　㈱ウエディングパーク社外監査

役
2021年５月　セントラル警備保障㈱社外取締

役（現任）
2021年６月　当社監査等委員である社外取締

役（現任）

０株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

同氏は、法律の専門家として企業法務等に高い専門性と豊富な経験を有しているほか、他社の

社外役員も務めており、当社及び当社グループの公正な企業運営、特に内部統制体制及び法令

遵守体制の構築及び運営の実現に貢献できると判断し、監査等委員である社外取締役の候補者

といたしました。選任後においては、法律の専門家としての経験と知見を活かし、当社グルー

プの内部統制体制及び法令遵守体制等の構築及び運営の実現に尽力いただくことを期待してお

ります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありま

せんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断してお

ります。

第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

　監査等委員である取締役唐津真美氏及び坂田政一氏は、本総会終結の時をも
って任期満了となりますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いす
るものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 51 －



2023/06/06 9:04:15 / 22948921_ＵＬＳグループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

監査等委員である取締役２名選任の件

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２

さ か た 　 ま さ か ず

坂 田 　 政 一
(1959年８月２日生)

1983年４月　富士ゼロックス㈱入社
2005年10月　㈱港化成工業取締役
2010年４月　富士ゼロックスアドバンストテ

クノロジー㈱常務執行役員
2011年６月　富士ゼロックスアドバンストテ

クノロジー㈱取締役常務執行役
員

2015年６月　富士ゼロックス情報システム㈱
専務執行役員

2017年６月　富士ゼロックスアドバンストテ
クノロジー㈱代表取締役社長

2019年４月　富士ゼロックス㈱シニアアドバ
イザー

2020年６月　当社社外監査役
2020年６月　ＫＹＢ㈱社外取締役（現任）
2020年10月　㈱プラネット社外取締役
2021年６月　当社監査等委員である社外取締

役（現任）
2022年10月　㈱プラネット代表取締役社長

（現任）

０株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

同氏は、長年にわたり国際的な複合機メーカー及びその関連会社の業務及び経営に携わってお

り、IT業界に通じた高い専門性と経営者としての経験並びに財務会計に関する知識が豊富であ

ることから、当社及び当社グループの公正な企業運営の実現に貢献できると判断し、監査等委

員である社外取締役の候補者といたしました。選任後においては、長年の経営者としての経験

や業界に関する知見及び豊富な財務・会計の知識を活かし、当社取締役会の監督機能強化によ

る公正な企業運営の実現に尽力いただくことを期待しております。

（注）１. 監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 唐津真美氏及び坂田政一氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締
役候補者であります。唐津真美氏及び坂田政一氏は現在当社の社外監査等委員でありそ
の在任期間は本総会終結の時をもってそれぞれ２年となります。なお、両氏は過去に当
社の社外監査役であったことがあり、社外監査役としての在任期間を合わせますとそれ
ぞれ通算17年、３年になります。

３. 唐津真美氏の戸籍上の氏名は、山田真美であります。
４. 上記候補者が監査等委員である取締役に選任された場合には、会社法第427条第１項
の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

５. 当社は、唐津真美氏及び坂田政一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
届け出ております。両氏の選任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員と
する予定であります。

６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しており、当該保険契約の概要は、事業報告「４.会社役員の状況（１）取
締役の状況」に記載のとおりであります。各候補者が監査等委員である取締役に選任さ
れた場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該契約
は、2023年７月に更新される予定です。
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監査等委員である取締役２名選任の件

氏名 地位

特に貢献が期待される分野

企業

経営

業界及

び先端

IT技術

に関す

る知見

品質

管理

人事・

労務・

人材

育成

法務・

内部

統制

財務・

会計

漆原茂 代表取締役 〇 〇 〇 〇 － －

高橋敬一 取締役 － － － 〇 〇 〇

横山芳成 取締役 〇 〇 〇 〇 － －

犬伏靖
取締役

（常勤監査等委員）
－ 〇 〇 － 〇 －

唐津真美
独立社外取締役

（監査等委員）
－ － － 〇 〇 －

坂田政一
独立社外取締役

（監査等委員）
〇 〇 － 〇 － 〇

［ご参考］第２号議案及び第３号議案が承認可決された場合の役員全員の専門性と経験

（スキル・マトリックス）

（注）１．〇は最大４つまでとしています。

２．「特に貢献が期待される分野」に記載の項目は、対象取締役に対し特に当社が期待す

る分野であり、対象取締役が有する全ての知見・経験を表すものではありません。

以上
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株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区晴海一丁目８番10号

晴海アイランドトリトンスクエア

　オフィスタワーＸ棟５階会議室２番

ＴＥＬ（03）3532-2701

お土産の廃止について

株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布を取り
止めさせていただいております。
何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

株主総会会場ご案内図

〒

黎明橋公園

黎
明
橋

至
銀
座

晴
月
橋

晴
海
通
り

交番

晴海
センタービル

X棟X棟W棟 Ｘ棟５階

Y棟

Z棟

（晴海トリトンスクエア）

三菱
UFJ銀行

勝どき
サンスクエア

勝どき駅至月島

A2b出口

都営大江戸線

エスカレーター
（2階へ）

総合案内所

（順路）

トリトンブリッジ
（動く歩道橋）

都営地下鉄大江戸線 勝どき駅（Ａ２ｂ出口）下車

徒歩８分
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